
 

研究企画賞助成規程 
 

第1条 本会は定款第4条に基づき有機合成化学分野における優れた萌芽的研究（研究企画）を応募者

自ら提案したものに対し、賛同企業の寄付をもとに賛同企業名を冠した有機合成化学協会研究企

画賞（以下「企画賞」）をもってその研究を助成する。 

 

第 2条 「企画賞」に関わる応募者は、大学または非営利研究機関に所属する本会普通会員(個人)であって、

当該年度の 4月 1日現在において満 30歳以上、40歳未満であること。 

 

第3条 助成に要する費用は「企画賞」の主旨に賛同した賛同企業の寄付をもって当て、それぞれに賛同企業

の企業名を冠するものとする。 

 

第4条 「企画賞」として受賞者に与えられる研究を遂行するための助成金は1件50万円とし、研究期間は原

則として次年度4月1日より2年間とする。 

 

第5条 「企画賞」の募集と選考手続きは次の通りとする。 

1. 本会の協会誌等を通して、資格を有する会員から研究企画を公募する。受賞は1回限りとする。また、

すでに特定の企業と実質的に共同研究を行っている研究、または特定の企業と特許出願を行っている

研究に係る研究企画を応募することはできない。 

2. 応募に当たっては推薦人1名の推薦書を提出する。 

3. この事業の主旨に賛同する企業を毎年募集する。賛同企業は当該年度を含めて連続3年間応募する

ものとし、この間、応募料として毎年5万円を本会に納める。 

4. 「企画賞」を選考するために研究企画賞選考委員会（以下選考委員会と略す）を設置する。選考委

員会は、委員長と賛同企業より届出のあった選考委員によって構成される。委員長には、先任学界選

出副会長がその任にあたる。 

5. 選考委員会は、応募された研究企画（応募者非公開のまま）を基に、受賞者と助成する企業を選考

する。選考委員長は選考結果を会長に報告する。会長は選考委員会の選考結果を理事会に諮り、そ

の承認を得て受賞者を決定する。 

6. 選考委員会の構成員は、研究企画の内容に関する秘密保持誓約書を本会に提出する。 

 

第6条 当該企業は、「企画賞」決定後6ヵ月以内に、助成金を奨学寄付金として受賞者の研究機関に送付

する手続きを取る。 

 

第7条 受賞した研究企画は、受賞者名、研究テーマ名、助成企業名を本会の協会誌等に発表する。また、

受賞者に対し、賞状を贈呈する。 

 

第8条 受賞者は、２年間の研究期間終了後半年以内に研究報告書を当該企業と有機合成化学協会事

務局に提出する。 

 



付 記 

 

1. 「企画賞」の基本的考え方 

(1) この助成事業の運営主体は有機合成化学協会にある。 

(2) 本事業の運営にあたっては、提案された研究企画の秘密保持に留意するとともに、助成をうけた研究の

成果の公表については、いかなる制限もつけてはならない。 

(3) 助成する企業は、助成した研究の成果の利用（活用）について優先権を主張しないことを原則とする。 

 

2. この賞を英文で表わす場合は、以下の通りとする。 

(Company's Name) Award in Synthetic Organic Chemistry, Japan 

 

（昭和63年 1月19日 理事会制定議決） 

（平成12年 3月15日 理事会改定議決） 

（平成12年12月22日 理事会改定議決） 

（平成15年 1月21日 理事会改定議決） 

（平成15年12月18日 理事会改定議決） 

（平成16年 5月24日 理事会改定議決） 

（平成27年 1月29日 理事会改定議決） 

（平成29年 4月13日 理事会改定議決） 

 

 


